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令和３年８月３０日 

開議 １４時００分 

〇教育政策係長 井上尚史君 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから令和３年第８回定例教育委員会を開催

いたします。 

 事前にお送りいたしました資料に加えまして、追加の資料がございます。本日、机上

のほうに配付させていただいておりますので、お願いいたします。 

 それでは、長尾教育長、お願いいたします。 

 

１．開会 

〇教育長 長尾明美君 

 では、定足数に達しておりますので、令和３年第８回定例教育委員会を開会いたしま

す。 

 

２．前回会議録の承認 

〇教育長 長尾明美君 

 それでは、前回会議録の承認を議題といたします。 

この件について、何か御意見等がありましたら、お願いいたします。 

（「ありません」の声あり） 

ないようですので、御承認いただいたものといたします。 

 

３．教育長事務報告 

〇教育長 長尾明美君 

 続きまして、教育長事務報告についてでございます。７月１６日から８月２９日まで

の事務について記載いたしました資料を事前にお配りをさせていただいております。 

内容等について、御質問がありましたら、お願いいたします。 

 金澤委員、お願いします。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君 

 お尋ねですが、コミュニケーションタイムというのは、以前の学校ヒアリングと、そ

ういうふうに理解して、いいですか。 

〇教育長 長尾明美君 

 はい、結構でございます。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君 

 ヒアリングと言うと、何か聴取するみたいな、ちょっと強いイメージがあったけれど、
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なかなか柔らかくていいなと思いました。では、そのように理解します。 

 それと、３１日の奇跡のコンサート、教育長さんも行かれていますが、私も行かせて

もらって、やはり良かったですね。本物を子どもたちに伝えているというのが、本当に

コロナ禍で大変な時期での催しだったと思うけれど、大変これは良かったんではないか

と思いました。 

 後、すみません、子ども議会は、ちょっと行けてないんですが、子ども議会の様子を、

ちょっとお聞かせ願えますか。 

 教育総務課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 子ども議会ですけれども、昨年はコロナの関係で残念ながら中止をしたところですが、

今年度は一応２部構成ということで、午前と午後の部に分けて、感染対策をしながら実

施をしたところです。 

 子どもたちですね、事前のリハーサル等を見てみると、やっぱり緊張して、本番は大

丈夫かな、というお子さんもいたんですが、８月７日土曜日の当日は、しっかり本会議

場で自分の考えであったり質問を言って、市長も普段ではなかなか、そこまで説明する

のかというくらい、しっかり子どもたちに対して説明をしてくれて、たぶん子どもたち

もすごくいい経験になったのではないかなと、自分も教育委員会に来て初めて経験させ

てもらいましたけども、すごくいい経験になったのではないかなと感じたところです。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君 

 子どもたちがいい経験をしたんですね。それは良かったです。 

ありがとうございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 その他は、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

では、ないようですので、以上で教育長事務報告を終わらせていただきます。 

 

４．議事 

（１）議案第２９号 令和２年度教育費決算（案）について 

（２）議案第３０号 令和３年度第４次補正予算について 

〇教育長 長尾明美君 

 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

議案第２９号と第３０号の２件の審議につきましては、９月定例会に先立っての審議と

いうかたちになりますので、非公開で進めたいと思いますが、御異議はありませんでし

ょうか。 
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（「はい」の声あり） 

それでは、議案第２９号と３０号の２件は、非公開とさせていただきます。 

非公開のため、その他事項が終了した後に審議したいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

５．報告事項 

（１）報告第２２号 人事案件について 

〇教育長 長尾明美君 

 それでは、報告事項に入りたいと思います。 

 まず、報告第２２号の人事案件について、御説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 教育総務課から御説明いたします。本日改めて配付いたしました資料の２５ページを

お願いいたします。 

令和３年８月１日付の人事異動に伴いまして、左側にお示ししておりますように、２

名が教育委員会から市長事務部局へ出向、右側にお示ししておりますように、上２名が

教育委員会内での異動、３行目の１名が市長事務部局から教育委員会へ出向ということ

になっております。詳細は確認をお願いいたします。 

 次に、２６ページをお願いします。８月から受付を開始しております学生応援給付金

支給事業でございます。この実施に当たりまして、会計年度任用職員を７月１日から２

名を雇用しておりますが、その２名に加えまして、今回３名を雇用いたしました。雇用

期間は、８月１日から１２月３１日までとなっております。なお今回の発令につきまし

ては、異動内示が前回の教育委員会会議、７月１６日の後ですね、７月２７日に出され

たこと等もありまして、その後に教育委員会会議を開催する暇がないと判断いたしまし

て、教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、臨時に代理をしたもので

ございます。 

 同条第２項の規定によりまして、本日、事後での御報告をさせていただくものでござ

います。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりましたが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 

（２）報告第２３号 行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検、及び評価結果について 
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〇教育長 長尾明美君 

続きまして、報告第２３号 行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検、及び評価結果についての御説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 引き続き、教育総務課から御説明をさせていただきます。こちらは６月２５日の教育

委員会で承認をいただきました行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価の実施にかかる自己評価に対しまして、その後、８月１０日に開催

いたしました外部評価委員会におきまして評価をいただきました。 

 今回、外部評価の結果報告がございましたので、内容を説明させていただきます。 

 資料６ページから２３ページが、以前各課から御説明をさせていただいた評価シート

になっておりますが、一番右側の列に外部評価委員会での意見や評価を記載しておりま

す。そして、後ろのほうですね、２４ページを御覧ください。２４ページが外部評価委

員会での意見や評価内容を、これのみをまとめたものでございます。 

 まず（１）学校教育における重点施策のうち、①就学相談会や教育支援委員会の実施

についてです。特別支援教育について、保護者に対して、基本的な理解を求めながら就

学先の見学や体験入室などを行い、子どもの特性にあった就学先を見極める重要性を説

明していることに対しまして、家庭（保護者）が特別支援教育の必要性を実感していな

いことがあるため、教育委員会には、専門機関からの助言をもらいながら、児童・生徒

の実態に応じた対応を今後も期待したい、との意見をいただいております。 

 次に、③タブレット等ＩＣＴ教育推進事業でございます。児童・生徒がタブレットを

令和３年３月に市内全小中学校に追加購入をして、全１７校におきまして、１人１台端

末の配備が完了し、徐々にＩＣＴを活用した授業改善が進んでいるところでございます

が、活用の状況は学校間や教師間で依然として差があることを御説明したところ、外部

評価委員会は、教員によっては、なかなか得手不得手があるために、今後も支援が必要

になると思われる。全ての教員がタブレットを使う機会を多くつくって、さらに学校と

家庭で有効に活用してほしい、という御意見がございました。 

 続きまして、２５ページをお願いします。 

（２）生涯学習の推進における重点施策では、①市民大学講座です。講座テーマを長期

間変えていないために、新規受講者獲得につながるよう、テーマや対象者について協議

を進めており、さらにはオンライン受講等の新たな受講方法も検討している。この自己

評価に対しまして、外部評価委員からは、コロナ禍でＩＣＴを使いこなさなければなら

ない機会が増えているために、ＺＯＯＭアプリの使い方であったり、動画編集などを講

座として実施してみたらどうか。この市民大学講座をはじめ、参加型の事業は、参加人
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数で評価すると評価が低くなってしまう。来年度はオンラインなどで工夫ができれば評

価を高くしてもよいのではないか、というような意見をいただいております。 

 続きまして（３）文化、スポーツ、芸術の振興における重点施策のうち、③海岸地域

を活用したスポーツイベントの開催でございます。令和２年度は、ハーフマラソン、ビ

ーチバレーボールフェスティバル、共に新型コロナウイルス感染症の感染状況から中止

となったところですが、長井浜のマリンアクティビティなど、新たなＰＲ要素も加わっ

ているために、既存イベントを含め、今後もメディアを活用したＰＲに取り組むととも

に、市内外の幅広い世代の人たちに海岸地域を活用してもらえるような取り組みを推進

してほしい、というような意見をいただいております。 

 最後に、全体意見といたしまして、イベント全般におきまして、このコロナ禍におい

ても人数制限をしながらも実施をしていた点は評価できるが、もっと評価を高くしても

いいのではないか、来場人数等が指標であると、達成がなかなか難しいが、オンライン、

動画視聴などの工夫ができているところもある。この状況でのノウハウを市として共有

できればいいと思う。達成度が低く評価された事業については、新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止のために実施できなかったことはやむを得ないので、今年度について

は評価が低いことは気にする必要はないと思う。地域の実態に即した極めて適切な事業

実施がなされていると考える。評価自体も自制的に厳しく行っている。このことからも

きちんと施策が実施されていることが十分分かる。 

 今回達成度が低く評価された事業が多いけれども、来年度については、制約がある中

での努力に対する評価をするということでもよいのではないだろうか、検討してほしい、

という総括をいただいているところです。 

 いま申し上げました総括の内容については、６月２５日のこの教育委員会の中でも教

育委員の皆様からも同様の意見をいただいたところであります。長期化するこのコロナ

禍での事業実施に対しまして、来年度の評価方法については、今回の御意見を踏まえま

して、再度事務局のほうで検討していく必要があるのではないか、ということで考えて

おります。以上でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりましたが、この件について、御質問、御意見等がありましたら、お願い

します。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君 

 いま課長さんがおっしゃったように、前回の委員会のときに、やはり評価が、目標を

どこに持っていくかとか、達成目標をどこまで達成させたらいいのかとか、あるいはア

プローチの工夫とか、そういうことを話し合ったのを、外部評価の先生方が、そこのと

ころをしっかり理解してくださっているというのが、大変ありがたいなと思いました。 
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 そして、生涯学習において、本当によい意見をいただいているな、市民大学講座にお

いても、もしかしたら、コロナ禍であるからこういう方法を、という提案だったかもし

れないが、今から先の時代を考えたら、こういう大学講座の内容を考えていくという面

でも、大変よい意見をいただいたんじゃないかと、読ませてもらって、そう感じました。 

〇教育長 長尾明美君 

 ありがとうございます。 

その他は、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

ありがとうございました。 

 

（３）報告第２４号 夏季休業期間の延長について 

〇教育長 長尾明美君 

では、続いて、報告第２４号の夏季休業期間の延長についての御説明をお願いします。 

 指導室長、お願いします。 

○指導室長 吉田実君 

 ２７ページをお開きください。報告第２４号 臨時休校等について、を説明いたします。

次のページの２８ページをお開きください。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、福岡県に８月２０から９月１２日までの期間、

緊急事態宣言が発令されました。市内においても８月以降、新規陽性者が急増し、特に

若い世代の感染者が増えていたことにより、１学期の後期開始が８月２５日からであり

ましたが、２５日、２６日、２７日の３日間、臨時休校とし、夏季休校期間を２７日ま

で延長することとしましたので、御報告させていただきます。２０日の金曜日に小学校・

中学校校長会長に来庁していただきまして、その上で現場の意見を確認したうえで、臨

時休校を決めさせていただきました。 

 今回は、いろんな場面において、教育委員の皆様には、事前に意見を頂戴するなど御

相談できていなくて、申し訳ございませんでした。本日より１学期の後期が始まり、授

業を再開しております。今週の月曜から金曜の３日までについては、半日授業で給食後

に下校、来週につきましては、９月６日から９月１０日までの間は、各学校において短

縮授業を行い、１コマの時間を、小学校であれば４５分を４０分にするなどを行ってい

ただきまして、下校時間を通常より３０分程度早めての下校とする予定であります。 

 変異株の拡大や感染力の高さも指摘されておりまして、今後、いま現在、９月１２日

までの福岡県に対しての緊急事態宣言の期間は１２日まででありますが、今後、緊急事

態宣言が延長された場合、時短授業を継続したいと委員会では考えておりますが、委員

の皆様の今後延びた場合の御意見を聞かせていただければと思います。 



7 
 

 続けて臨時休校に伴いまして、放課後子どもサポートについて、説明させていただき

ます。今週、今日からですけれども、各学校の半日授業に伴い、本日から今週の期間で、

どうしても自宅で過ごすことが難しい小学校１学年から３学年までの児童に、居場所を

確保するための放課後子どもサポートを実施することといたしましたので、これもすみ

ません、御報告をさせていただきます。 

 サポート可能な時間については、今日朝、各学校に希望する保護者の方から電話が入

っているのではないかと思いますけれども、サポート可能時間については１６時まで、

アシスタントティーチャーや図書司書の方がサポートに対応して、保護者の方には４時

までにお迎えに来ていただくというかたちとなっております。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりましたが、この件について、御質問、御意見等をお願いいたします。 

 水谷委員、どうぞ。 

〇委員 水谷知子君 

 子どもサポートは、それぞれの学校の各教室でということで、１つの教室を使ってと

いうことですか。 

○指導室長 吉田実君 

 各学校の図書室だったり、後は人数が多かったら、また別の教室を各学校で。図書室

が主になります。 

〇委員 水谷知子君 

 では、多くなった場合は、使う教室というのも何か考えられているのですか。 

○指導室長 吉田実君 

 そうですね、学校のほうでと思っています。 

〇委員 水谷知子君 

 ありがとうございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 その他、ございますでしょうか。  

 桃坂委員、お願いします。 

〇委員 桃坂克己君 

 今また緊急事態宣言が延びるかもしれないという話も出ている中で、行橋もかなり増

えてきたなと思っています。緊急事態宣言に合わせるというのが基本なんでしょうけど

も、やはりその地域地域でちょっと状況が変わってくると思うので、行橋だけ突出して

増えるということはないと思うんですけれども、そういった場合、そういうところも速

やかに対応できるようにしていただきたいなと。 

 うちの企業でもやっぱり子どもさんがなって、結果として濃厚接触者になる人が相当
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数増えてきて、学校もそうでしょうし、企業とか、そういったところもかなり休むとい

う状況が発生しているんですね。ここを思い切ってやるというのも必要だと思うんです

が、止めるということを最優先に考えていただきたいなと思います。 

〇教育長 長尾明美君 

 指導室長、お願いします。 

○指導室長 吉田実君 

 ありがとうございました。ちなみに、今日は泉小学校からこちらの先生のほうに電話

が入って、泉小学校だけで、児童が８６０何人だと思うんですけれど、８６名が今日欠

席で、コロナ関係が６４名の欠席の連絡が入っておりますので、他の学校も１割前後の

方がおるのではないかとは思われます。 

〇教育長 長尾明美君 

 その他は、よろしいでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

では、２４号については、以上でございます。 

 

６．その他 

（１）行橋市増田美術館特別展について 

〇教育長 長尾明美君 

 では、その他に入らせていただきますけれども、まず、はじめに行橋市増田美術館特

別展についての御説明をお願いいたします。 

〇文化課長 丸山剛君 

 文化課です。それでは行橋市増田美術館にて、９月１８日より開催を予定しておりま

す川喜田半泥子展の御案内をさせていただきたいと思います。 

 お手元配付のパンフレットの御参照をお願いいたします。 

 川喜田半泥子は、百五銀行頭取などの要職を務めた財界人である一方で、自由闊達な

作風で近代陶芸史に名を残す陶芸家として、大変高い評価を受けた作家でございます。

また、行橋市及び京築地域の愛好家たちとも親密な交流があったということが分かって

おりますので、この展示会では、その足跡をたどる内容も予定をしているところでござ

います。１２月１２日までの長期間の会期を設定しておりますので、ぜひ会期中に足を

運んでいただきますよう、お願い申し上げます。こちらについては、以上でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりましたが、この件について、御質問等がありますでしょうか。 

 

（２）第４回ビエンナーレについて 
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〇教育長 長尾明美君 

 続きまして、第４回ビエンナーレについての御説明をお願いいたします。 

〇文化課長 丸山剛君 

 続けて文化課からですが、第４回ゆくはし国際公募彫刻展、ゆくはしビエンナーレ２

０２３につきましての御案内でございます。こちらもお手元配付の募集要項の御参照を

お願いいたします。 

 開いていただいた所の右側になりますけども、今回、賞の内容につきましては、前回

展と全く同様でございます。こちらについては第２回展から変化はございません。子ど

も大賞を２回展から追加しております。今回もそのままこの４つの項目でやっていくと

いうかたちになります。  

 そしてテーマについては、公共空間に設置するにふさわしい知識・知性を具現化した

歴史上の人物ということで、こちらにつきましても第１回展及び第２回展とほぼ同様で

ございます。 

 受付期間につきましては、今年度１２月から３月末までの４カ月間で、応募資格以下

の内容につきましても、これまでとほぼ同様でございます。 

 簡単でございますが、以上御案内とさせていただきます。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりましたが、この件について、御質問、御意見はありますでしょうか。 

 金澤委員、お願いします。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君  

これは、出来上がったら、設置の場所とかも計画があるんですか。 

〇教育長 長尾明美君 

 文化課長、お願いします。 

〇文化課長 丸山剛君 

 場所について、募集要項の中に記載を今回はしておりませんけれども、今回いろいろ

実行委員会でも協議していただいた中で、大賞に選ばれた作品に相応しい場所というこ

とに今回はしていただいています。場所の記載はしておりません。 

〇教育長 長尾明美君 

 その他、ございますでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

 

（３）児童・生徒のワクチン接種について 

〇教育長 長尾明美君 

では、続きまして、児童・生徒のワクチン接種についての御説明を指導室、お願いし
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ます。 

○指導室長 吉田実君 

 指導室から児童・生徒のワクチン接種についての御説明をします。 

〇教育長 長尾明美君 

 資料はございますか。 

○指導室長 吉田実君 

 すみません、資料はございません。８月１８日より、行橋市では１２歳以上の方のワ

クチン接種の予約が開始されました。児童・生徒が医療機関でワクチン接種を受ける場

合、並びに接種後、発熱等の症状が見られる場合の出欠の取扱いについては、出席停止

の取扱いで欠席にはなりません。急きょ福祉のほうから１２歳以上のワクチン接種をホ

ームページにあげるというのがありましたので、一応その後はホームページであったり

各学校の学校メールで保護者の方には、この内容については、お知らせしたところであ

ります。 

 関連しまして、すみません、これも資料はないんですけれども、福岡県のワクチン優

先接種についてでありますけども、先週木曜日に県の感染症疾病対策課のほうよりお知

らせがありまして、子ども等に業務上接触する機会が多い教職員等に対してのワクチン

優先接種の実施についてのお知らせが県から木曜日に届きましたので、先週の金曜日に

ＺＯＯＭでの臨時校長会議がありまして、各学校には情報提供をしております。この分

は、以前、福岡県が教職員等の優先接種を検討していたかと思うんですけれども、ワク

チンの供給が不確定であるということで、ちょっと見合わせられた接種になります。 

 今回の対象者は、若年層の方で４０歳未満の方が対象となっております。接種期間に

ついては、予定なんですけれども、９月１５日から１０月２９日までで、接種会場は、

県内９カ所で、近い所で言いますと、小倉駅のビエラ小倉という所とイオンモール直方、

桂川町の総合体育館が接種会場として挙がっております。 

 それで予約開始日なんですが、これもちょっと予定なんですが、９月上旬で、ワクチ

ンはモデルナ社製となります。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 いまワクチン接種に関しての御説明がありましたが、何か御質問、御意見等がありま

したら、お願いします。よろしいですか。 

〇教育長職務代理者 金澤精子君 

 接種会場が遠いですね。 

〇委員 水谷知子君 

 そうですね。 
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（４）その他 

〇教育長 長尾明美君 

 では、その他になりますが、その他事項でありますでしょうか。 

 部長、お願いします。 

〇教育部長兼生涯学習課長 辛嶋智恵子君 

 では、私のほうから、その他で御連絡があります。先ほど人事案件にありましたよう

に、私は８月から生涯学習課長を兼務するようになりましたので、お知らせは生涯学習

課としてのお知らせでございます。 

 内容は、今年度、令和３年度の行橋市ＰＴＡ連合会研修大会の中止についてでござい

ます。今年度、９月４日にこのＰＴＡ連合会の研修大会の開催を予定しておりましたが、

このコロナ禍というところで、開催の可否については事務局のほうで検討していたとこ

ろだったんですが、検討中でございましたので、教育委員さんはじめ来賓の皆さんには、

まだ開催案内はしておりませんでした。先日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

ということで、ＰＴＡ連合会事務局のほうで、これを中止するということを決定したと

いう連絡が入りましたので、この場で御報告をいたしたいと思います。 

 また、来年度の実施に向けてというところになるかと思いますが、今年度は中止とな

りましたので、御了承いただきたいと思います。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 他にありませんでしょうか。 

 文化課長、お願いします。 

〇文化課長 丸山剛君 

 文化課です。お手元に文化課所管事業、９月・１０月の予定分のスケジュール変更等

の状況について、というペーパーがあろうかと思いますので、そちらを御参照いただき

たいと思います。 

 先ほどの特別展等の御案内と関連をいたしますけれども、現在、行橋市歴史資料館の

ほうで、竹下しづの女展を開催しております。一応会期中ということでありますが、９

月１２日までコロナの緊急事態宣言を受けまして閉館というところで、実際は来場して

いただけない状況になっておりますので、これを踏まえて、同展につきましては、会期

終了を１０月２４日の日曜日まで延長したいというふうに考えております。 

 そしてそれに続く弥生の墳墓展のほうも、スタートを遅らせて対応していくというか

たちで考えております。 

 そしてその他、増田美術館のほうで予定しておりました９月４日からの行橋市美術展

覧会の受賞作品展につきましては、中止というかたちで決定をさせていただいておりま

す。 
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 それから市民文化祭につきましては、今のところ予定通り開催したいと考えておりま

して、連歌大会につきましては、一部制限をかけて予定通り実施をしたいと考えており

ますけれども、今の９月１２日までの緊急事態宣言の状況次第で柔軟に対応していかな

ければならないのかなと考えております。以上、御報告でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 今、文化課所管事業について、御説明をいただきましたけれども、何かございますで

しょうか。 

（「ありません」の声あり） 

 では、次回の開催日について、御説明をお願いいたします。 

〇教育政策係長 井上尚史君 

 次回の開催日につきましては、９月２９日水曜日１５時からで、御都合のほうはよろ

しいでしょうか。 

（「大丈夫です」の声あり） 

〇教育長 長尾明美君 

 では、次回の定例教育委員会会議の日程は、９月２９日水曜日の１５時からで、よろ

しくお願いいたします。 

〇教育政策係長 井上尚史君 

 会場につきましては、本日と同じ会議室、第２委員会室で開催をいたします。 

資料の締め切りにつきましては、９月１５日ということで、よろしくお願いいたしま

す。 

〇教育長 長尾明美君 

 それでは、ここからは非公開とさせていただきました議案第２９号と第３０号の２件

について審議をいたします。恐れ入りますが傍聴の方は退室をお願いいたします。 

（傍聴者、退室あり） 

（１４時１３分） 

 

閉会 １５時２２分 

 

 

 

 

 

 

 


